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詑

苑

琉
球
の
史
的
阿
刷

第
二
十
三
谷

(
品
二
税
一
三
八
)

一

結
み
探
琉
球
の

史
的
回
顧

謝P

山

Jド

美

越

乃

院
に
遁
べ
柁
る
が
如
〈
、
他
岡
正
の
通
商
貿
易
は
古
来
琉
球
の
闘
力
的
維
持
に
極
め
て
重
大
な
る
関
係
を
行
し

た
る
所
よ
b
、
獅
b
我
が
凶
及
び
支
那
ご
通
商
交
通
を
錯
し
た
る
の
み
な
ら
十
、
夏
に
早
〈
よ
h
朝
鮮
H
A
び
南
洋

方
面
ご
交
通
し
、
相
互
仁
通
商
上
的
利
盆
を
牧
め
待
た
る
も
の
、
如
〈
で
あ
る
が
、
約
一
百
年
間
に
捗
る
三
山
の

事事

乱
の
匁
め
に
、
支
那
以
外
の
諸
岡
正
の
交
通
は
一
時
杜
絶

ω紋
態
に
陥
っ
た
、
然
ゐ
に
思
紹
王
の
時
代
に
壬
b
て

再
び
日
正
等
の
諸
岡
ご
の
閥
係
が
復
活
せ

ιる
、
こ
正
、
な
っ
た
、
例
へ
ば
膳
永
い
l

一
年
(
西
暦
一
同

O
四
年
)
に
は

明
暗
維
の
舶
が
琉
球
に
来
航
の
途
上
踊
州
に
漂
着
し
た
ニ
ピ
が
あ
り
、
同
二
十
七
年
(
同
、

一
四
二

O
年
)
に
は
琉
球

よ
L

リ
遼
維
に
修
交
の
目
的
を
以

τ使
者
を
透
っ
た

4

』
ご
が
あ
b
、
叉
永
享
八
年
(
岡
、

一
四
三
六
年
)
に
は
巴
志
王

が
、
嘉
吉
元
年
(
問
、

一
四
四
一
年
)

に
は
術
忠
五
が
、
各
爪
暗
に
使
を
遣
は
し

τ交
を
修
め

L
め
た
こ
ご
が
ゐ

マ
一
ヨ
フ
カ

一
五

O
三
年
)
に
は
術
異
王
は
団
側
刺
加
正
交
通
し
て
遁
繭
を
な
し
た
、
爪
畦
は
一
に

'o
、
降
っ
て
文
亀
ニ
年
(
岡
、

カ

ラ

之
を
交
刺
巴
己
も
稀
L
・
琉
球
に
於
て
は
「
カ
ラ
ρ

絞
L

ご
謂
へ
ば
一
般
に
利
盆
の
甚
だ
大
な
る
も
の
で
あ
る
さ
考

へ
ら
れ

τ居
っ
た
、
琉
球
E
南
洋
諸
島
ご
の
通
商
交
通
の
事
蹟
に
闘
し
て
は
、
正
史
に
は
俄
h
現
は
れ
て
居
な
V



ょ
う
で
あ
る
が
、
嘗
時
共
の
任
に
蛍
h
L使
者
等
の
家
識
に
は
明
か
に
其
の
事
賞
ど
罰
さ
れ
て
居
る
、
欧
洲
人
外

に
葡
萄
牙
人
に
依
り
て
南
洋
方
面
に
釣
す
る
通
商
関
係
の
開
始
せ
ら
れ
し
以
前
に
、
琉
球
人
等
は
夙
に
是
等
的
地

方
正
交
通
し
、
叉
欧
側
人

ω
活
躍
後
も
彼
等
己
調
立
し
て
通
商
貿
易
に
従
事
し
た
が
、
倫
泰
久
の
時
代
(
西
抵
第

十
五
世
紀
頃
)
に
蛍
り

τは
、
琉
球
を
東
洋
方
面
の
貿
易
の
中
心
市
場
た
ら
し
め
ん
正
す
る
計
査
さ
へ
あ
っ
た
、

要
す
る
に
、
西
暦
第
十
五
六
世
紀
頃
は
琉
球
人
の
一
両
外
後
展
の
最
も
降
盛
を
極
め
た
る
時
代
で
ゐ
っ
て
、
東
洋
及

ぴ
南
洋
方
面
に
謝
す
る
通
商
貿
易
に
よ
h
て
.
島
氏
の
緬
利
を
増
進
せ
し
め
た
る
こ
ど
頗
る
大
な
る
も
の
が
あ
っ

7こ。
琉
球
人
以
察
度
王
の
時
代
に
朝
鮮
古
も
交
通
を
開
始
す
る
に
歪
っ
た
が
、
如
何
せ
ん
距
離
ご
貿
易
品
等
の
関
係

ロ

ン

沙

マ

ト

ク

ノ

シ

マ

よ
り
、
朝
鮮
記
の
通
商
は
伶
ち
重
大
規
せ
ら
れ
な
か
っ
た
、
官
時
朝
鮮
へ
の
通
路
は
奥
論
島
、
度
九
島
、
大
島
、

宮
家
同
齢
、
肥
前
松
浦
、
査
一
岐
.
塑
均
等

ω各
地
を
経
て
漸
f
遣
す
る
こ
ご
を
得
、
其
の
総
里
程
は
五
百
四
十
盟

以
上
古
稽
せ
ら
れ
、
之
を
支
那
嗣
洋
方
面
に
比
較
す
る
時
は
航
行
甚
だ
困
難
で
あ
る
E
考
へ
ら
れ
て
居
っ
た
こ
ご

が
、
主
正
し

τ朝
鮮
ピ
の
通
商
交
通
を
妨
げ
た
b
ω
、
如
〈
に
忠
は
る
、
、
尤
も
相
互
に
漂
流
者
の
窓
越
及
び
櫨

物
の
交
換
等
に
依
る
修
交
は
永
く
継
続
せ
ら
れ
、
従
て
物
の
名
穏
に
も
高
厨
胡
淑
・
高
一
一
蹴
畑
管
等

ω
名
公
存
L
、

叉
琉
球
陶
擦
の
鮮
人
に
依
り
て
完
成
せ
ら
れ
た
る
が
如
き
は
、
以
T
一
雨
闘
の
閥
係
の
一
端
を
窺
は
し
む
る
に
足
る

の
で
あ
る
、
併
し
新
か
る
闘
係
も
慶
長
の
役
以
後
は
諸
外
国
に
船
舶
や
法
る
こ
ど
を
禁
喰
ら
れ
た
刷
局
め
に
遂
に
断

語古

苑

琉
球
の
史
的
凹
願

第
二
十
=
一
巻

(
務
ニ
税
一
三
九
)

『日l'側一千年史』一三七頁。1) 



亀
山
帝
の
文
永
二
年
(
同
、

一
二
六
五
年
)
に
は
島
津
久
経
に
、
叉
後
醍
醐
帝
の
正
中
二
年
(
問
、

二
ニ
二
五
年
)
ド

設

苑

琉
球
の
史
的
図
版

第
二
十
三
巻

(
停
ニ
披
一
回

O
)

四

絡
す
る
に
至
っ
た
。

『
我
が
岡
正
琉
球
正
の
開
係
」
に
就
い
て
は
、
党
仁
帝
の
質
亀
年
間
よ
h
其
の
跡
を
絶
う
に
至
っ
た
内
地
亡
の
交

遁
も
、
後
抑
制
帝
的
支
点
元
年
(
西
暦
一
一
一
二
七
年
)
仁
帥
府
軍
藤
原
頼
艇
が
島
津
忠
時
に
南
海
十
二
島
の
地
頭
を
宋

ね
し
め
た
る
所
よ
b
察
せ
ば
、
恐
〈
は
此
の
頃
に
至
り
て
は
彼
我

ω交
通
も
次
第
に
快
復
し
た
る
も
の
〉
如
〈
に

思
は
る
、
も
、
果
し
て
如
何
な
る
程
度
迄
其
の
関
係
合
依
復
し
得
た
る
か
は
今
日
之
を
知
る
由
が
な
い
、
北
(
の
後

は
島
津
貞
久
に
岡
地
方
の
地
頭
を
粂
ね
し
め
た
が
、
恰
も
此
の
時
代
よ
り
琉
球
に
於
て
は
彼
の
三
山
の
飢
が
あ
b
・

又
内
地
に
於
て
は
南
北
朝
の
等
ひ
の
あ
っ
た
斜
め
に
、
彼
我
の
交
通
も
事
賃
上
不
可
能
に
陥
b
、
従
て
相
互
の
開

係
は
蕊
に
再
び
断
絶
す
る
に
至
っ
た
、
然
る
に
文
中
元
年
(
岡
、

二
二
七
二
年
)
明
の
太
組
の
使
者
(
行
人
揚
載
)
を

我
が
闘
に
透
る
や
、
彼
は
其

ω蹄
途
琉
球
に
立
寄
り
明
図
に
蹄
属
す
ぺ
一
言
ニ
ご
を
糊
誘
し
た
、
蛍
時
琉
球
言
内
地

ご
の
交
通
は
壮
絶
の
股
践
に
在
。
し
折
正
て
、
察
度
王
は
其
の
糊
め
に
熔
じ
使
を
遣
は

L
て
明
に
朝
貰
を
怨
す
こ

吉
、
な
っ
た
、
共
の
後
南
北
朝
の
合
一
ご
共
に
内
地
に
於

τも
明
ご
の
貿
易
が
開
始
せ
ら
れ
た
が
、
蛍
時
の
貿
易

港
は
兵
庫
・
堺
等
が
其
の
主
要
な
る
も
の
で
あ
っ
た
縛
め
に
、
琉
球
の
船
舶
も
亦
自
然
是
等
の
港
に
出
入
L
て
週

商
を
求
め
た
所
か
ら
、
後
に
は
琉
球
奉
行
を
置
い
て
之
を
管
理
せ
し
む
る
に
至
っ
た
、
感
氷
R
A
ぴ
氷
享
年
間
削
も

西
暦
第
十
四
世
紀
の
絡
み
り
頃
よ
b
第
十
五
世
紀
の
初
め
頃
に
か
り
で
は
、
内
地
琉
球
聞
の
交
通
は
額
紫
に
行
は



琉
球
加

ω貿
易
の
縛
め
円
い
内
地
に
来
る
や
、

先
づ
料
足
即
も
貿
易
許
可
料
芭
も
一
五
ふ
ぺ
き
も
の
を
幕
府
に
納

れ
、
時
に
は
勝
箪
自
ら
琉
球
王
に
直
主
回
を
暗
証
り
し
こ
ご
さ
へ
あ
っ
た
。

め
、
幕
府
は
之
を
歳
入

ω
一
部
に
加
へ
た
、
蛍
時
幕
府
も
議
終
士
等
も
財
政
上
に
於
て
は
決
[
て
裕
掘
で
な
か
っ

た
潟
め
に
・
琉
球
人
よ
り
貨
物
を
購
ふ
も
其
の
債
を
支
梯
は
fL
る
が
如
き
二
百
の
あ
っ
た
に
も
拘
ら
す
、
琉
球
人

は
絶
え
宇
貿
易
の
目
的
を
以
て
呉
市
沖
及
び
堺
仁
来
た
も
の
で
あ
る
、
共
の
筏
臆
仁
の
乱
の
殺
め
に
琉
球
ご
の
交
通

も
一
時
杜
絶
せ
し
が
、
後
土
御
門
市
の
文
明
十
二
年
(
西
暦
一
回
入

O
年
)
以
後
再
び
醤
に
復
L
、
幕
府
は
入
賞
規

定
に
油
田
り
て
琉
球
般
の
来
航
に
際
し
て
は
必
宇
料
足
を
献
納
せ
し
め
、
又
内
地
入
の
琉
球
に
渡
航
ず
る
者
に
付
い

て
も
、
其
の
貿
易
船
た
る
こ
ご
の
印
謹
を
有
せ
ぎ
る
も
の
に
は
通
商
貿
易
を
禁
止
せ
し
め
た
、
足
利
時
代
に
於

τ

は
‘
琉
球
は
内
地
吉
明
国
ご
の
閉
じ
分
在

L
て
日
支
雨
国
の
闘
交

ω柑
紳
介
を
刷
局
し
た
こ
Z
も
砂
〈
一
引
い
、
例
へ
ば

永
一
一
字
四
年
(
問
、

一
四
三
三
年
)
に
は
明
の
宣
宗
は
琉
球
に
使
を
遣
は

L
、
巴
志
王
を
介
し
て
胞
府
軍
足
利
γ義
裁
に
修

交
の
申
込
み
を
錦

L
た
る
が
如
き
、
叉
大
永
三
年
(
岡
、

一
玉
二
三
年
)
に
は
明
闘
に
使
せ

L
我
が
使
節
等
が
彼
の

地
に
於
て
相
争

ο、
官
人
を
殺
し
地
方
を
援
せ
し
よ
り
、
明
ま
は
琉
球
王
倫
臭
を
介
L
て
足
利
義
時
に
之
を
逮
捕

せ
ん
こ

εを
諦
へ
る
が
如
き
・
次
で
享
株
三
年
(
岡
、

一
五
三

O
年
)
に
は
幕
府
は
書
を
琉
球
王
山
円
満
に
托
し
て
明

闘
に
怠
ら
し
め
、

一
時
交
通
を
断
て
る
明
正
一
再
び
修
交
を
錯
し
た
る
が
如
き
ヨ
回
ご
色
へ
ゐ
っ
た
、
併
し
以
上
越
ぷ

る
が
如
、
さ
内
地
ご
琉
球
正
の
関
係
が
、
果
し
て
琉
球
を
賞
質
上
我
が
附
席
問
た
ら
し
め
た
る
も
の
で
あ
る
か
ご
云

話

苑

琉
球
目
史
的
同
駅

第
二
十
三
容

(
佑
二
蹴
一
四
一
)

五



設

苑

琉
諦
の
且
的
回
刷

第
ニ
十
一
ニ
巻

(
第
二
統
一
四
一
一
)

-
"-ノ、

ふ
こ
正
に
付
い
て
は
、
求
H
h
帽
掛
か
に
然
h
E
断
定
を
下
す
こ
ご
を
得
な
い
、
恐
く
は
開
早
仁
通
商
貿
易
に
依
h
，
て
相

瓦
仁
利
盆
を
獲
ん
・
と
す
る
所
訪
経
務
的
の
提
携
た
る
に
止
ま
h
、
之
よ
b
真
に
一
歩
を
進
め
て
政
・
治
的
の
結
合
に

造
這
入
っ
た
も
の
で
は
な
か
ら
う
ど
思
は
る
、
、
此
の
駄
に
閲
L
τ
は
「
沖
縄
一
千
年
史
」
の
著
者
も
左
の
如
〈
仁

通
ぺ
て
居
る
。

鹿
長
前
に
於
り
る
琉
球
ご
幕
府
ご
の
闘
係
は
、
安
貞
元
年
仁
賂
軍
総
艇
の
島
沖
忠
時
(
ニ
代
の
班
)
に
南
海
十

二
島
の
地
頭
を
粂
ね
し
め
し
さ
云
ふ
に
始
ま
れ
V
」
も
‘
嘗
時
よ
ち
附
山
川

ω質
を
由
帯
げ
L
や
否
や
は
疑
は
し
、
叉

室
町
時
代
に
至
・
り
て
は
堺
浦
兵
庫
等
に
来
h
，
τ通
商
貿
易
を
潟
し
、
殊
に
野
市
民
に
は
三
年
一
貫
以
て
永
式
ご
な

す
古
ゐ
れ

r」
も
‘
果
し
て
賀
行
せ
ら
れ
し
や
は
詳
か
で
な
い
¥
共
の
後
藤
康
正
の
附
府
開
係
を
生
守

L
は
、
嘉

吉
一
五
年
に
将
軍
義
品
棋
の
島
津
忠
闘
の
功
を
賞
し

τ琉
球
を
賜
ひ
し
に
あ
れ
ド
と
も
・
嘗
時
は
足
利
幕
府
の
政
令
一
一
柔

へ
し
時
に
て
姑
〈
し

τ所
調
勝
仁
の
乱
ゐ
h
、
尋
い
で
元
抱
天
正
の
群
雄
割
様
時
代
ピ
な
与
一
時
内
紛
然
ご
し
て

乱
れ
し
か
ば
、
琉
薩
聞
の
関
係
は
唯
時
々
使
院
を
遣
は
し
て
封
等
に
交
訟
を
修
h
U
る
に
止
ま
り
、
荷
も
附
痛
の

貨
な
か
り
し
-
』
ご
は
、
永
誠
十
二
年
に
島
津
氏
が
琉
球
王
に
刷
用
へ

L
書
簡
を
見
て
も
分
る
の
で
あ
る
、
卸
も
茸
(

の
書
般
に

「
我
貴
闘
ピ
兄
弟
の
約
ゐ
h
、
今
康
済
奇
佐
持
雪
辱
来
堂
を
遣
は
し
符
改
山
一
沓
例
を
表
し
て
去
を
座

下
に
致
し
以
て
削
好
を
修
寸

J

、
図
て
不
肌
の
方
物
を
献
十
一
五
#
」
正
あ
る
を
見
て
も
其
の
一
班
を
窺
ふ
ニ
ご
が

出
来
る
、
且
此
の
前
後
に
は
九
州
も
亦
戦
乱
絶
え
宇
し
て
島
津
氏
も
内
顧
の
援
多
か

h
し
を
以

τ、
敢

τ琉
球



に
手
を
伸
ば
す
除
カ
を
有
し
な
か
っ
た
云
々
。

巴
忘
王
は
琉
球
中
典
の
名
君
ピ
稀
せ
ら
る
、
仁
け
ゐ
つ
工
.
内
に
於
て
も
各
柿
の
新
な
る
施
設
例
へ
ば
里
耗
の

改
正
・
土
地
の
測
量
・
騨
郵
制
度
の
創
設
等
を
断
行
し
て
島
民
の
踊
利
を
計
っ
た
が
、
外
に
掴
到
し
て
も
蛍
時
の
琉
球

の
闘
精
よ

h
通
商
貿
易
の
抽
出
附
仁
カ
を
周
ひ
た
縛
め
に
、
島
民
等
も
近
東
支
那
附
近
は
勿
一
論
、
安
市
・
混
同
施
・
馬
家

竿
島
・
比
律
賓
諸
島
よ
ち
進
ん
で
爪
庄
-
Z
7
F
ラ
・
濠
洲
方
面
温
も
大
洋
を
乗
り
切
っ
て
交
通
を
震

L
た
、
巴
志

の
後
-T
承
け
て
王
位
に
仰
け
る
向
忠
・
向
思
遼
・
借
金
踊
等
は
、
何
れ
も
其
の
位
に
在
る
一
』
申
込
僅
に
数
年
に
過
ぎ
な

か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
特
に
侍
ふ
べ
き
事
蹟
を
港
L
て
肘
ら
曲
が
、
品
川
忠
の
時
に
は
伎
を
爪
吐
に
遣
は
し
て
胡

淑
・
蘇
鋪
等
を
総
入
せ
し
め
、

之
を
島
内
に
橋
植
せ
し
め
た
ニ
さ
が
あ
り
、
叉
術
令
踊

ω時
に
は
足
利
幕
府
に
文

書
を
呈
じ
方
物
を
献
じ
た
る
の
み
な
ら
争
、
初
め
て
日
本
の
紳
滋
を
移
し
て
那
覇
に
紳
宮
を
設
け
之
を
曾
信
L
た

ご
相
同
一
ふ
噂
}
ご
で
あ
る
。

闘
に
、
琉
球
的
隠
見
に
於
て
一
柳
耽
建
立
の
事
り
見
ゆ
る
は
、
品
川
金
一
服
王
の
時
天
照
太
品
仰
の
洞
を
那
覇
に
建
て

し
を
以

τ始
め
己
す
る
、
筏
花
園
帝
的
享
徳
一
冗
年
(
西
両
日
一
四
五
二
年
)
に
冊
使
喬
毅
・
量
守
宏
の
琉
球
に
渡
来

せ
し
時
、
従
来
那
新
安
塁
間
の
通
路
は
海
水
機
入
せ
る

t
以
て
肋
橋
を
架
し
て
冊
使
を
迎
へ
た
る
を
、
図
壬
向

金
繭
は
嬬
政
懐
機
に
命
じ
て
陸
路
を
開
通
す
べ
き
こ
正
を
以
で
し
た
、
然
る
に
懐
機
は
是
れ
人
カ
の
及
ぶ
所
に

あ
ら
ず
是
非
共
神
威
を
務
ら
ね
ば
な
ら
必
ご
て
・
東
方
天
照
太
紳
に
向
ひ
七
日
間
湖
退
き
て
海
底
の
露
出
せ
ん

(
第
二
税
一
四
一
ニ
)

七

設

施

琉
球
由
史
的

M
願

第
二
十
一
ニ
巷

Wilt側一千年史』二五五乃至二五古賀。1) 



苑

琉
珠
山
史
的
回
顧

(
第
二
腕
一
四
四
)

詑

第
二
十
三
番

入

こ
ご
を
祈
る
こ
正
三
主
夜
に
及
び
し
に
、
翌
日
よ
り
震
験
現
は
れ
海
水
は
減
退
し
た
、
勿
て
園
中
の
男
女
を
集

め
て
土
石
を
運
び
工
事
に
着
手
せ
し
め
し
に
、
街
道
は
七
日
間
に
完
成
し
た
る
合
以
て
、

之
を
長
虹
堤
Z
絡
し

数
筒
所
に
椅
を
架
し
て
海
水
を
疏
通
し
た
、
依
仁
報
同
嵐
山
柏
崎
め
に
天
照
太
紳
を
糊
請
し
て
此
り
地
に
帥
枇
を
建

ナ
害
p
hリへ

b
考
ナ

立
し
た
ご
云
ふ
侍
設
が
惑
っ
て
属
品
、
爾
家
中
継
に
は
入
札
(
波
上
・
沖
・
誠
名
・
普
天
間
・
末
吉
・
入
幡
・
天
久
・
金

武
)
げ
炉
建
立
せ
ら
れ
、
是
等
の
紳
枇
に
は
皆
寺
が
附
属
し
て
居
る
。

倫
金
踊
の
波
後
肉
身
聞
に
一
時
王
位
の
争
奪
戦
が
行
は
れ
た
が
、
我
が
後
花
園
品
市
の
享
徳
ゴ
一
年
(
西
暦
一
四
五

四
年
)

に
巴
志
王
の
第
七
子
倫
泰
久
が
王
位
を
般
向
、
に
及
ん
で
王
は
深
〈
仰
款
に
蹄
依
し
‘
嘗
時
芥
隠
和
内
川
の
京

都
よ
り
来
b
て
布
数
い
従
事
せ
る
を
優
遇
し
て
首
里
城
下
に
寺
院
を
建
て
之
が
位
峨
た
ら
し
h
u
る
等
・
働
裁
の
弘

布
に
カ
を
用
ひ
た
る
よ
h
島
内
速
か
に
仰
数
の
降
盛
を
見
る
仁
至
っ
た
。

琉
球
に
於
て
は
英
組
王
の
時
、
叉
我
が
闘
に
て
は
亀
山
帝
の
文
永
年
間
(
西
暦
二
一
六

0
年
代
)
に
借
附
鑑
な

る
者
那
覇
に
深
着
し
た
る
に
、
国
王
之
を
曾
信

L
て
精
舎
な
浦
添
城
の
西
に
椿
へ
極
饗
寺
ピ
都
[
て
刺
鑑
eT
閥

基
正
な
し
た
、
是
れ
沖
縄
仁
備
品
棋
の
渡
来
し
た
始
め
で
あ
る
・
北
(
の
後
袋
度
王
の
時
に
我
が
園
よ
'
り
併
頼
重
法

印
な
る
者
渡
来
し
、
波
上
山
護
凶
寺
を
開
き
て
袋
皮

ω獅
願
寺
正
な
し
た
、
生
(
の
渡
来
し
た
る
年
以
今
日
に
侍

は
ら
5
れ
ど
も
.
後
小
松
常
の
元
中
元
年
(
西
暦
二
二
八
四
年
)
に
寂
滅
せ
し
こ
さ
は
明
か
な
る
を
以
て
、
此
の

時
は
阪
に
備
品
棋
の
渡
来
後
百
倹
年
を
経
過
し
て
居
る
こ
ど
が
分
る
、
而

L
て
一
冗
中
九
年
に
初
め

τ支
那
留
等
生

『仲畑一千年史』己六乃歪ニ六ニ瓦。1) 



を
波
遺
せ
し
時
よ
り
八
年
前
の
事
に
属
す
る
を
以

τ、
働
裁
は
儒
致
よ
り
も
早
〈
帥
も
百
錬
年
前
に
輪
入
せ
ら

れ
た
る
こ
Z
'
e知
bd
得
る
の
で
ゐ
る
、
其
の
後
五
十
徐
年
を
経
て
倫
泰
久
の
時
に
至
h
京
都
の
高
信
芥
隠
な
る

者
渡
来
し
て
王
FJ
等
信
を
受
付
た
、
倫
泰
久
は
聞
協
〈
働
法
に
蹄
依
し
て
寺
院
を
各
地
に
建
て
・
朝
夕
諸
債
を
川
レ

て
法
を
講
じ
放
を
設
か
し
め
た
ご
云
ふ
こ
ご
で
あ
る
か
ら
、
質
に
沖
縄
に
於
け
る
仰
殺
の
擁
護
者
で
あ
っ
た
。

併
L
尚
泰
久
王
の
時
代
に
於
げ
る
之
よ
り
も
一
見
に
著
名
な
る
一
大
事
件
は
彼
の
三
山
の
乱
に
も
比
す

e

へ
き
阿
麻

V
W
の
乱
古
稀
す
る
も
の
で
ゐ
っ
て
、
球
琉
関
闘
以
来
の
逆
臣
ご
し
て
の
阿
麻
和
利
及
び
忠
一
位
Z
し
て
の
議
佐
九

の
名
は
、
何
人
も
之
を
知
ら
や
さ
る
者
な
き
程
著
名
な
る
事
蹟
Z
し
て
人
口
に
胎
突
し
、
恰
も
我
が
闘
に
於
け
る
足

利
曾
氏
及
び
楠
正
成
の
体
設
に
類
せ
る
も
の
が
あ
る
、
要
す
る
に
、
向
泰
久
の
時
に
は
琉
球
の
政
治
的
及
び
経
済

的
方
面

ω問
題
に
就
い
て
は
特
に
注
意
す
べ
き
も
の
な
か
り
し
も
・
宗
品
説
的
方
面
殊
に
備
品
棋
の
弘
布
芭
阿
麻
和
利

の
乱
ご
は
後
世
に
侍
へ
ら
る
べ
き
二
大
事
件
古
都
し
て
可
ぃ
。

附
麻
和
利
の
人
物
如
何
に
閲
し
て
は
琉
球
史

ω研
究
者
に
今
日
に
至
る
迄
一
の
疑
問
ど
な
っ

τ居
る
、
或
は

彼
れ
を
以
て
琉
球
王
朝
時
代
に
於
け
る
一
大
逆
恒
ピ
し
て
、
其
の
名
を
口
じ
す
る
き
へ
好
ま
ざ
る
者
が
あ
り
、

或
は
之
札
彼
れ
の
竿
面
的
み
を
翻
た
る
も
の
で
あ
っ
て
一
公
卒
な
る
批
評
古
稀
す
る
令
得
な
い

E
L
て
・
彼
れ
仁

血
劃
す
る
従
来
の
人
物
詩
に
疑
ひ
を
銚
む
者
も
ゐ
る
、
新
か
る
駄
に
闘
す
る
詳
細
の
ご
ご
は
伊
波
文
事
士
の
「
阿

日
川
和
利
考
一
一
に
議
h
、
法
に
は
思
に
も
ゐ
れ
善
に
も
あ
れ
兎
に
も
品
川
に
も
琉
球
史
上
に
於
け
る
著
名
な
る
一
人

(
部
ニ
規
一
四
五
)

弟
二
十
三
巻

琉
珠
山
史
的
阿
厨

九

詑

施

nT細一千年史』ニ bー乃至二 Fヒニ頁。

『古琉球』俸ニ服，一七四百以下。

1) 

2) 



(
第
二
統
一
四
六
)

O 

設

苑

琉
球
。
且
的
問
顧

第
二
十
ユ
巻

物

Z
L
τ
、
或
は
詐
叫
に
、

或
は
詩
歌
仁
、

或
は
市
民
劇
に
、

其
の
名
を
偲
へ
ら
る
‘
、
一
附
麻
和
利
の
飢
な
る
も
の

の
梗
概
に
就
い
て
二
言
L
て
置
〈
に
止
め
よ
う
、
此
の
飢
の
中
心
人
物
化

b
し
阿
臨
和
利
な
る
者
は
勝
漣
城
下

山
川
和
側
一
切
の
一
農
家
に
生
れ
、
天
性
人
ご
異
な
り
己
を
顧
み
す

Lτ
他
の
斜
め
に
帯

t
jの
風
が
あ
っ
た
、
此

く

L
て
次
第
に
郷
葉
山
信
望
を
得
る
に
従
ひ
、
賞
恥
川
地
方
住
民
の
怨
府
た
り

L
勝
漣
の
城
主
を
奇
計
を
用
ひ
て

討
伐
し
、
此
の
事
を
向
泰
久
王
に
報
じ
た
、
王
は
阿
麻
和
利
の
人
物
を
信
じ
て
彼
れ
を
勝
漣
の
城
主
に
準
用

し
、
且
つ
妥
は
す
に
共
の
女
を
以
で
し
た
が
、
阿
-M和
利
は
之
会
以
て
満
足
せ
十
し
て
更
に
機
曾
を
得
ば
王
争
』

私
し
岡
を
奪
は
ん

t
す
る
野
心
を
戴
L
て
居
う
た
、
・
併
し
彼

μ
は
忠
臣
護
佐
九
を
恐
れ
て
察
易
に
之
を
賀
行
す

る
こ
ご
が
出
来
な
か
っ
た
、
夫
れ
故
に
彼
れ
は
先
づ
護
佐
九
を
議
訴
L
て
之
を
じ
ぽ

L
、
次
で
闘
王
仁
劃
し
て

叛
旗
を
翻
へ
き
ん
ぜ
し
た
る
に
、
偶
ま
其
の
妻
の
悟
る
所
Z
な
b
遂
に
父
王
の
耳
に
入
う
た
鋳
め
に
、
阿
麻
和

利
は
急
逮
首
里
を
突
き
王
城
を
固
み
し
も
撃
返
せ
色
れ

τ勝
連
仁
飾
与
、
此
所
に
範
城
せ

g
る
を
得
ぎ
る
こ
己

ピ
な
っ
た
、
王
は
絡
に
諸
軍
を
合
し
鬼
大
械
の
稗
あ
る
大
城
賢
雄
を
曲
m
z
L
t
之
を
討
伐
せ
し
め
た
王
子
占
の

が
、
阿
麻
和
利
の
乱
又
は
勝
漣

ω乱
Z
稽
す
る
守
乱
の
大
要
で
あ
る
。

後
花
園
帝

ω
寛
正
二
年
(
西
暦
一
四
六
一
年
)
に
術
泰
久
の
後
を
承
け
て
王
位
に
郎
け
る
倫
徳
は
、
質
性
回
目
惇
剛

毅
で
狩
織
を
好
み
、
政
治
に
は
除
b
熱
心
で
な
か
っ
た
矯
め
仁
人
心
は
次
第
に
王
家
を
去
り
、
附
涯
の
属
島
も
遂

に
来
買
を
断
つ
に
至
っ
た
、
然
る
に
術
徳
は
其
の
不
信
を
懲
さ
ん
が
縛
め
に
屡
々
兵
を
動
か
す
ご
云
ふ
有
様
で
、

『沖縄ー千勾史~.一八三頁以下。
沖縄臨教育舎者『琉時1第三制一間乃至一五頁。

許同塁手j'蕃『泊f谷琉嘩史』一三九頁叫下。

1) 



人
心
は
盆
身
離
叛
し
、
此
の
窮
山
肌
'T
恢
復
す
る
機
品
目
を
得
守
し
て
残
し
た
、
比
の
如
〈
し

τ恩
紹
の
王
統
も
術
総

に
至
る
迄
七
世
六
十
除
年
を
以
て
む
び
た
。

術
徳
に
究
一
で
琉
球
の
王
位
に
郎
り
る
者
は
有
名
な
る
倫
国
王
で
、
卸
ち
現
術
侯
爵
家
の
泊
先
に
嘗
る
人
で
あ

る
、
彼
れ
い
は
品
位
土
御
門
帝
の
文
明
二
年
(
西
暦
-
四
七

O
年
)
に
推
古
れ
て
琉
球
主
正
な
b
、
賞
時
琉
球
の
国
歩
多

難
の
際
に

u

隠
し
て
能
〈
其
の
治
践
を
奉
げ
、

王
家
の
系
統
を
今
日
に
体
へ
し
め
た
る
明
者
で
あ
っ
た
、
琉
球
の
正

史
中
山
世
鑑
(
慶
安
三
年
邸
も
西
暦
一
ム
ハ
五

O
年
の
著
)
の
著
者
向
象
貸
は
、
向
岡
山
り
人
ご
な
・
り
に
就
き
て
「
公
の

出
づ
る
所
は
未
だ
知
る
べ
か
ら
す
ご
雌
色
、
疑
ら
〈
は
先
王
の
後
胤
に
し
て
、
故
ゐ
り

τ彼
地
に
至
り
し
な
ら
む

云
々
」
ご
遁
心
、
彼
れ
の
人
傑
た
h
一
し
ニ
芭
を
品
川
は
血
統
上
の
狸
由
に
閥
聯
せ
し
め
て
設
明
せ
ん
ど
試
み
た
る
は
、

系
統
に
一
品
砲
の
債
依
を
認
め
ん
ご
す
る
普
通
の
風
潮
田
よ
ち
せ
ば
敢
て
回
手
と
す
る
に
足
ら

F
る
も
、
詩
人
は
寧
ろ
彼

れ
の
出
所
の
詳
か
な
ら
宇
無
名
の
一
農
民
ご
し
て
琉
球
史
上
に
一
一
時
期
を
劃
す
べ
き
偉
業
を
成
就
し
た
る
貼
に
其

の
真
債
を
認
め
た
い
吉
岡
山
ふ
。

(
此
の
項
未
完
)
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